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住民課  消防防災係　☎ 52-1115６月は土砂災害防止月間
令和２年の土砂災害は 46 都道府県で 1,319 件発生し、土砂災害が確認された都道府県数は、記録に残る自然災
害の中で過去最多を記録しました。土砂災害に対する知識を深め、命を守るために備えましょう。

大雨警報（ 土砂災害）が発表され、土砂災害の危険度
がさらに高まったとき、崖崩れと土石流の警戒を呼
びかける情報です。発表されたら、町からの避難情
報に注意してください。

 土砂災害警戒情報

 ハザードマップで確認
町のハザードマップは、災害警戒区域を確認でき、
情報収集の方法や災害時に身を守る方法など、防災
情報を掲載しています。いつでも確認できるよう
に保管し、普段から最寄りの避難所や避難経路を確
認するなど、災害に備えた知識を身につけておきま
しょう。

▶土砂災害警戒区域（町内 349ヵ所）
土砂災害が発生する恐れがある区域

（通称：イエローゾーン）
▶土砂災害特別警戒区域（町内 238ヵ所）

土砂災害が発生したときに、著しい危害が起こる
恐れがある区域（通称：レッドゾーン）

スマホ版「ひょうご防災ネット」
情報内容がひと目でわかるピクトグラム（ 絵文字や
絵単語）を活用し、12ヵ国語に対応しています。

▶マイ避難カードを作成
緊急時に自分が避難するタイミングや避難先を事
前に登録することで、実際の気象警報や避難情報
が発表されたとき、画面に表示され、避難行動を
促してくれます。

▶避難場所を表示
GPS 機能で地図画面に最寄りの避難場所を表示
します。外出先で災害に遭ったときに有効です。

利用方法
QR コードを読み取ってダウンロードをするか、

「App Store」、「Google Play」で「 ひょうご防災」
と検索してください。

「兵庫県住宅再建共済制度」
フェニックス共済に
加入していますか？

地震、津波、風水害、豪雪、竜巻などあらゆる自然災
害が対象です。

◎他の地震保険や共済に加入していても加入でき、
　給付が受けられます。
◎住宅の築年数や構造などに関係なく、定額負担で定
　額給付です。

●住宅再建共済制度
   ▶年額  5,000円   ▶給付額  最大 600万円

●一部損壊特約
   ▶年額  500円　  ▶給付額  補修時などに25万円

●家財再建共済制度
   ▶年額  1,500円   ▶給付額  最大 50万円

フェニックスサポーター
はばタン
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水害・土砂災害の防災情報の伝え方

逃げ遅れゼロへ
災害対策基本法の改正に伴い、避難情報などの伝え方が変わ
りました。住民へ避難行動を促す事態になった場合は、下記
の警戒レベルで避難のタイミングを伝えます。
警戒レベルの違いを理解し、早めの避難行動をとりましょう。

これまでの「避難勧告」は廃止され、「避難指示」へ一本化
高齢者等避難（ 警戒レベル 3）や避難指示（ 警戒レベル 4）が発令された
ときには、速やかに避難してください。避難指示では、危険な場所から
全員避難しましょう。

避難所での新型コロナウイルス感染症対策
災害時に避難所で生活する場合、不特定多数の人が長時間密集した状態になり、新型コロナウイルス感染症など
に感染する危険性が高まります。避難所の衛生環境を保つため、避難するときは次の３つの行動で、感染拡大防
止に努めましょう。

安全が確保できる場合は、
避難先に親戚、友人などの
家や災害発生時にいる場所
の上の階への “垂直避難” な
ども検討しましょう

❶❶
避難所に持って行くものに
感 染 症 対 策 用 品 を 加 え ま
しょう
マスク、アルコール消毒液（ 除菌
シート等）、体温計、タオル、ス
リッパ など

❷❷
手洗い、咳エチケットなど
の基本的な感染対策を徹底
しましょう

❸❸

シート等）、体温計、タオル、ス

警戒レベル 5
すでに災害が発生し

安全に避難できない状況です
（町が発令）
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税務課  課税係　☎ 52-1113令和３年度  住民税税制改正

① 給与所得控除が 10万円引き下げられます。
② 控除額の上限が適用される給与などの収入

額が、1,000万円から 850万円に、上限額
が 220万円から195万円に引き下げられ
ます。

 1. 給与所得控除

給与収入（Ａ） 給与所得控除

162 万 5 千円以下 55万円

162 万 5 千円超 180万円以下 （ Ａ ）× 40％ － 10 万円

180万円超 360万円以下 （ Ａ ）× 30％ ＋ 8 万円

360万円超 660万円以下 （ Ａ ）× 20％ ＋ 44 万円

660万円超 850万円以下 （Ａ）×10％＋110万円

850万円超 1,000万円以下
195万円

1,000万円超

① 公的年金等控除が 10万円引き下げられます。
② 公的年金などの収入金額が 1,000万円以上の場合の控除額に、上限の195万5千円が設定されます。
③ 公的年金等以外の所得金額が 1,000万円を超える場合は、控除額が引き下げられます。

 2. 公的年金等控除

（65 歳未満）
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下 2,000万円超

公
的
年
金
な
ど
の

収
入
金
額

130万円以下 60万円 50万円 40万円

130万円超410万円以下 （A）×25％＋27万5千円 （A）×25％＋17万5千円 （A）×25％＋7万5千円

410万円超770万円以下 （A）×15％＋68万5千円 （A）×15％＋58万5千円 （A）×15％＋48万5千円

770万円超1,000万円以下 （A）×5％＋145万5千円 （A）×5％＋135万5千円 （A）×5％＋125万5千円

1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

（65 歳以上）
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下 2,000万円超

公
的
年
金
な
ど
の

収
入
金
額

330万円以下 110万円 100万円 90万円

330万円超 410万円以下 （A）×25％＋27万5千円 （A）×25％＋17万5千円 （A）×25％＋7万5千円

410万円超 770万円以下 （A）×15％＋68万5千円 （A）×15％＋58万5千円 （A）×15％＋48万5千円

770万円超 1,000万円以下 （A）×5％＋145万5千円 （A）×5％＋135万5千円 （A）×5％＋125万5千円

1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 3. 基礎控除
① 基礎控除が 10万円引き上げられます。
② 一律 33万円でしたが、今回の改正で、合計所得金額により
　 控除額が変わります。

合計所得金額 控除額

2,400万円以下 43万円

2,400万円超 2,450万円以下 29万円

2,450万円超 2,500万円以下 15万円

2,500万円超 0 円
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 4. 扶養控除等の所得金額要件の見直し

次に当てはまる場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。
① 給与などの収入金額が 850万円を超え、次の（１）から（３）のいずれかに当てはまる場合

　　（１）自身が特別障害者に当てはまる
　　（２）23歳未満の扶養親族がいる
　　（３）特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

給与収入（1,000万円を超える場合は1,000万円）から850万円を控除した金額の10％に相当する金額が給
与所得から控除されます。

② 給与所得控除後の金額および公的年金などに係る雑所得の金額があり、これらの合計額が10万円を超える場合
各所得金額（10万円を限度）の合計額から10万円を控除した残額が給与所得から控除されます。

要件等 改正後 改正前

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 48万円超 133万円以下 38万円超 123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下

 5. ひとり親控除の創設と寡婦（夫）控除の改正

給与所得控除・公的年金等控除の各10万円引き下げと基礎控除の10万円引き上げにより、扶養親族などの合計
所得金額の要件も見直されます。

配偶者関係 死別 離別 未婚

扶養親族が「子」 30万円 30万円 30万円

本人が
女性の場合

のみ

扶養親族が
「子以外」 26万円 26万円 －

扶養親族
なし 26万円 － －

 6. 所得金額調整控除の創設

 7. その他

合計所得金額に関わらず、一定の計算方法で算出さ
れていましたが、合計所得金額が 2,500万円を超え
る場合は適用外になります。

調整控除の改正

非課税を判定する所得金額に10万円を加算します。

非課税の範囲

ひとり親世帯の非課税措置が、これまでは児童扶養
手当を受給している人に限られていましたが、これ
からは受給の有無に関わらず、前年の合計所得金額
が135万円以下のひとり親が対象になります。
※ 住民票の続柄に「 夫（ 未届）」、「 妻（ 未届）」と記

載がある人は対象外です

ひとり親世帯に対する新たな非課税措置

① 合計所得金額が 500万円以下の単身者に限り、
生計を同じにする子（ 総所得金額などが 48万円
以下）がいる場合は、「ひとり親控除」（30万円）
が適用されます。

② ①以外の寡婦は引き続き、寡婦控除として控除額
26万円を適用し、子以外の扶養親族がいる寡婦
も、所得制限（ 合計所得金額 500万円以下）を設
定します。
※ 住民票の続柄に「夫（未届）」、「妻（未届）」と記載がある人は対象外です
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選挙管理委員会　☎ 52-1111町長・町議会議員・兵庫県知事選挙

▶投票日　７月 18 日（日）７時～ 20 時
町長選挙・町議会議員選挙・県知事選挙は同時に行われます。入場券は７月２日（金）から１人１枚発送します。

▶期間　① 県知事選挙
　　　　　７月２日（金）～ 17 日（土）
　　　　② 町長選挙・町議会議員選挙
　　　　　７月 14 日（水）～ 17 日（土）
▶時間　８時 30 分 ~20 時
▶場所　役場１階　101 会議室

※町長選挙・町議会議員選挙と県知事選挙を同時に
　期日前投票できるのは、７月 14 日（水）からです

期日前投票

▶変更する投票所　第８投票区
　つばき保育所（ 旧赤松幼稚園）から赤松地区公民館
　に変更になります。

投票所を一部変更します

安心・安全な環境で投票を行えるよう、投票所内の
感染症対策として次のことに協力をお願いします。
　● 手指の消毒
　● マスクの着用
　● 周りの人との距離を保ちましょう
　● 帰宅後は、手洗い・うがいをしましょう

そのほか、鉛筆またはシャープペンシルを持参して
投票用紙に記入することもできます。

新型コロナウイルス感染症対策

令和３年５月 24 日付（敬称略）
　委員長　岩本昌輝
　委員　　竹内弘光
　委員　　長田公江
　委員　　小野加奈子

選挙管理委員会委員の紹介

相生警察署　☎ 22-0110常時留守番電話設定の活用を

令和２年中の特殊詐欺被害者のうち、８割が65歳以上でした。電話機の防犯機能を使って被害を防止しましょう。

防犯機能なし（黒電話など）

買い替えを
検討しましょう

リスク高

防犯機能付電話

・非通知電話、迷惑電話の
   自動ブロック機能
・事前警告メッセージ機能
・通話録音機能　など

機能を有効活用
しましょう

留守番電話機能あり

留守電ボタンを
常時オン！

活用すれば効果があります

ただ今、

　留守に ･･･

期日前投票所への移動に使用できる公共交通無料券を、入場券と一緒に発送する予定です。
（行きに使う分のみ同封します。帰りの無料券は、期日前投票所で申し出た人に配布します。）
▶使用可能な公共交通　コミュニティバス（愛のり号）、乗合タクシー（ほほえみタクシー）

公共交通無料券を発行します
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国保介護支援室  国保年金係　☎ 52-1152福祉医療費助成制度
所得要件などを満たす人に、医療保険にかかる自己負担額の一部を助成します。新しく要件を満たすようになっ
た人は、国保年金係で手続きを行ってください。手続きに必要な書類など、詳しくは問い合わせてください。

制度の種類 対象者 所得要件など

高齢期移行助成

65 歳以上 70 歳未満
（ 後期高齢者医療制度の加入者
以外）

【 区分Ⅰ】市町村民税非課税世帯で、世帯全員に所得
がない（年金収入が 80万円以下で所得なし）

【 区分Ⅱ】市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入
を加えた所得が 80万円以下
※給与所得は 10万円を控除した額を所得とします
※誕生日が昭和 27 年７月１日以降で、区分Ⅱに当て
　はまる人は、要介護２～５の認定を受けていること

重度障害者医療
高齢重度障害者医療

次のいずれかの所持者
・身体障害者手帳１、２級　　
・療育手帳Ａ判定
・精神障害者保健福祉手帳１級

本人、配偶者、扶養義務者の市町村民税所得割額の合
計が 23 万５千円未満

乳幼児等医療 ０歳～小学３年生
保護者、扶養義務者の市町村民税所得割額の合計が
23 万５千円未満（０歳児は所得制限なし）

母子家庭等医療

母子、父子家庭の 18 歳未満の
児童・生徒（ 高等学校などに在
学中の場合は 20 歳まで）と、母
および父。遺児

所得が児童扶養手当全部支給（満額支給）基準内の人
※低所得者区分に当てはまる人は、一部支給基準内で
　あれば対象になります。
※扶養義務者（ 父・母・養育者以外）が所得制限判定

の対象になる場合は、助成の対象にならないことが
あります

こども医療 小学４年生～中学３年生
保護者、扶養義務者の市町村民税所得割額の合計が
23 万５千円未満

住民課  環境衛生係　☎ 52-1115家庭ごみの分別をお願いします
限りある天然資源を大切に使い、地球温暖化防止など環境への影響を防ぐため、ごみの分別の徹底をお願いしま
す。分別のルールが守られずに出されたごみは、啓発シールを貼り、ごみステーションに残します。ごみを出し
た人が持ち帰り、正しく分別した上で改めて出してください。

令和 2 年度啓発シール貼付総数　 867 枚

容器包装プラ 253 枚 燃えるごみ 61 枚

古紙類 381 枚 缶類 8 枚

ペットボトル  74 枚 燃やさないごみ 26 枚

粗大ごみ 45 枚 その他 19 枚
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国保介護支援室  国保年金係　☎ 52-1152産前産後の国民年金保険料免除制度
国民年金第 1 号被保険者が出産したときに、出産前後の国民年金保険料が免除される制度があります。産前産後
期間として免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※出産とは、妊娠期間が 85 日（4ヵ月）以上を意味します。（死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含む）

▶対象
国民年金第 1 号被保険者で、出産日が平成 31 年 2
月 1 日以降の人

▶免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から 4ヵ
月間
※多胎妊娠の人は、出産予定日または出産日が属する月
　の 3ヵ月前から 6ヵ月間

▶届出時期　出産予定日の 6ヵ月前から可能

▶必要書類
・年金手帳または個人番号カード
・本人確認書類
・出産日に関する証明
　① 出産前に届け出る場合
　　母子健康手帳など出産予定日がわかる書類
　② 出産後に届け出る場合

原則不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合
は、出生証明書など、出産日と親子関係がわか
る書類を持参してください。

▶届出先　国保介護支援室　国保年金係

国保介護支援室  国保年金係　☎ 52-1152後期高齢者医療保険料
令和３年度の後期高齢者医療保険料は、７月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。

▶令和３年度の保険料計算方法

  均等割額  
51,371 円

  所得割額  
令和 2 年中の総所得金額等

－基礎控除額 43万円（※）
×

所得割率 10.49％

  年間保険料額  
（上限 64万円）

＋ ＝

（※）合計所得金額が 2,400万円を超える場合は、その金額によって段階的に基礎控除額が減少します

▶均等割額の軽減
令和 2 年中の総所得金額等

（後期高齢者医療被保険者＋世帯主）が次の基準額以下の世帯
軽減割合

（軽減後均等割額の年額）

基礎控除額（43万円）＋10万円×（年金・給与所得者数－ 1） ７割（15,411 円）

基礎控除額（43万円）＋28.5万円×世帯の後期高齢者医療被保険者数
＋10万円×（年金・給与所得者数－ 1）

５割（25,685 円）

基礎控除額（43万円）＋52万円×世帯の後期高齢者医療被保険者数
＋10万円×（年金・給与所得者数－ 1）

２割（41,096 円）
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介護保険の施設サービスを利用するときに、低所得の人の部屋代・食事代の負担を限度額までに抑える制度があ
ります。８月から対象者の要件と食費の限度額が変わります。給付を受けるには申請が必要です。

（現在、認定証が交付されている人には、更新の申請書類を郵送します。）

国保介護支援室  介護保険係　☎ 52-1152

介護保険施設の部屋代・食事代負担軽減制度
８月から変わります

▶対象（すべてにあてはまる人）
・本人および同一世帯の全員が住民税非課税
・住民票上の世帯が違う配偶者（世帯分離も含む）も

住民税非課税
・預貯金などの資産が基準額以下（下表）

▶有効期間
申請した月の初日～毎年７月 31 日

▶必要書類
・介護保険負担限度額認定申請書
・本人と配偶者の預貯金通帳（普通・定期）（すべて）

▶居住費等・食費の負担限度額（1 日あたり）

利用者
負担段階

所得状況
預貯金などの

資産状況

居住費等
食費ユニット型

個室
ユニット型

個室的多床室
従来型
個室

多床室

１
生活保護受給者等 単身：1,000万円以下

夫婦：2,000万円以下
820円 490円

490円
（320円）

0円 300円

世　
帯　
全　
員　
が　
住　
民　
税　
非　
課　
税

老齢福祉年金受給者

２
前年の合計所得金額と
年金収入額の合計が
80万円以下の人

単身：650万円以下
夫婦：1,650万円以下

820円 490円
490円

（420円）
370円

390円
【600円】

３－①

前年の合計所得金額と
年金収入額の合計が
80万円 超120万円
以下の人

単身：550万円以下
夫婦：1,550万円以下

1,310円 1,310円
1,310円

（820円）
370円

650円
【1,000円】

３－②
前年の合計所得金額と
年金収入額の合計が
120万円超の人

単身：500万円以下
夫婦：1,500万円以下

1,310円 1,310円
1,310円

（820円）
370円

1,360円
【1,300円】

（　　）内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です
【　　】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です

西播磨フードセレクション実行委員会事務局
☎ 58-2194西播磨フードセレクション2021

西播磨地域の個性ある美味しい農林水産加工食品を募集します。
受賞食品は、様々な販売店やイベントなどで広く PR し、地域活性化につなげていきます。

▶応募期間
　７月１日（木）～ 26 日（月）

応募の条件・方法など詳しくは、西播磨県民局ホーム
ページを確認してください。 兵庫県　フードセレクション
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※より詳しい内容は、「総務省消防庁のホームページ」を見てください

上郡消防署　☎ 52-5119STOP！熱中症
室内でも油断してはいけません。熱中症で死亡する人の９割は、室内で発生しています。（東京都監察院調べ）

① 涼しく、日光を防ぐ服装
② こまめな水分補給
③ 無理な作業や運動をしない

熱中症を予防しましょう 応急手当の方法を覚えましょう
① 異常を感じたら涼しい場所で休憩
② 経口補水液をゆっくり飲む
③ 脇、頭、首、太もものつけ根などを冷やす

① 町独自の手続き：1,100
1,014 の手続き（92.2％ ）で廃止し、残り 86 の手続き（7.8％ ） は、押印の存続も含めて引き続き検討します。

② 国や県の法令などに基づく手続き：272  
国や県の今後の動向を踏まえて見直します。

　総務課  広報情報係　☎ 52-1111行政手続きの押印を原則廃止します
町民の皆さんの行政手続きを、より簡単で便利なものにするため、書類の氏名欄の認印の押印について、町独自の
方針を定めて見直し、下記のとおり原則、押印を廃止することにしました。

① 押印を廃止する手続き 1,014（92.2％ ）

直ちに廃止 142

押印の根拠である規則などを改正して廃止 867

令和 3 年 6 月議会定例会に廃止の条例改正を提案
（条例の中に押印が明示されているため）

5

② 引き続き検討する手続き（押印の存続も含む）
・印鑑登録証明書付きの実印などの厳格な本人確認を求める手続き
・金融機関の届出印を求める手続き
・町押印見直し方針で存続に該当する手続きなど

86（7.8％ ）

合　計 1,100

めまい・立ちくらみ

けいれん

集中力や判断力の低下

大量の汗

体がだるい

こむらがえり

体に力が入らない

会話がおかしい

吐き気

軽症

重症
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健康福祉課  地域福祉係　☎ 52-1114

上郡ピュアランド山の里
入浴料助成券を交付します

住民課  住民係　☎ 52-1115住民基本台帳閲覧状況
令和２年4月1日から令和３年3月31日までの住民基本台帳の一部写しの閲覧状況を公表します。

閲覧月日 請求機関の名称
または申請者 使用目的 閲覧範囲（地区・件数）

５月 8 日 兵庫県企画県民部
ビジョン課

兵庫県ビジョン課と広報課が
実施する県民意識調査

20 代から 80 代以上の各年齢層か
ら人口比に応じて算定した男女

（町内全域・61 人）

５月 20 日 自衛隊
兵庫地方協力本部

自衛官及び自衛官候補生、防衛大学
校・防衛医科大学の学生募集事務と
して、募集案内の郵送を行うため

平成14 年４月２日から平成15 年
４月１日生まれの日本人男女

（町内全域・131人）

７月 10 日 一般社団法人
輿論科学協会

総務省が毎年実施する通信利用動向
調査

20 歳以上の世帯主
（町内全域・172人）

8 月 18 日 一般社団法人
中央調査社

住民意識調査
（ 生活実感・満足度、生活環境やエネ
ルギーに対する意識等を継続的に調
査し、価値観、ニーズの変化を探る）

20 歳以上の日本人男女
（上郡地区・15 人）

10 月 23 日 株式会社
神戸新聞地域創造

ポストコロナ社会のライフスタイル
に関する調査のため

20 歳以上の男女
（山野里地区・24人）

２月２日 自衛隊
兵庫地方協力本部

自衛官及び予備自衛官補募集事務と
して、募集案内の郵送を行うため

平成11 年４月２日から平成12 年
４月１日生まれの日本人男女

（町内全域・138人）

75 歳以上の人を対象に、入浴料助成券を交付します。助成券は、本人のみ利用できます。

▶対象　町内在住の 75 歳以上で滞納がない人 
　　　　※申請日の属する月の末日時点の年齢

▶助成内容
1 人 1 回の利用につき 250 円の助成券を交付
１ヵ月あたり1 枚の交付で、申請した月から年度末
までの月数分を交付 ( 最大 12枚 )

（例）申請した月が６月の場合は10 枚を交付

▶利用方法
利用時に入浴料助成券1枚を提出し、差額を支払っ
てください。

▶申込方法
本人確認ができる書類 ( 免許証、保険証など ) を持っ
て、地域福祉係の窓口で手続きしてください。
※代理申込の場合は、委任状に必要事項を記入の

上、代理人の本人確認ができる書類 ( 免許証、保
険証など ) も併せて持参してください。
委任状は町ホームページにも掲載しています。

上郡町　入浴　助成
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企画政策課　☎ 52-1112令和２年度ふるさとづくり応援寄附金額

▶令和２年度寄附件数　　　　11,412 件
▶寄附金額合計　　　　137,939,000 円
　寄附金は皆さんのために大切に使用します。

▶使途別の寄附状況
使途の指定 金額

歴史遺産の保全と地域資源の活用に関する事業 28,068,500 円

少子化対策と次世代育成に関する事業 11,817,500 円

福祉と健康のまちづくりに関する事業 1,450,500 円

情報発信とコミュニティの交流に関する事業 10,068,500 円

その他町長が認める事業 86,534,000 円

合 計　（寄附件数：11,412 件） 137,939,000 円

（参考）前年度末ふるさと寄附金保有高 138,194,000 円

▶ふるさとづくり応援寄附金を活用した令和２年度事業実施状況

事業内容 事業費

歴史遺産の保全と地域資源の活用に関する事業 観光協会補助事業、山城復活プロジェクト
事業、地域おこしイベント補助事業など 350,000 円

少子化対策と次世代育成に関する事業 認定こども園整備事業、小中学校教育情報
システム、婚活支援事業など 60,749,000 円

福祉と健康のまちづくりに関する事業 高齢運転者事故防止対策事業、高齢者等外
出支援事業など 10,329,000 円

情報発信とコミュニティの交流に関する事業 広報ＰＲ事業など 957,000 円

その他町長が認める事業 特産品開発事業、定住応援支援事業など 16,160,000 円

合 　　　　計 88,545,000 円

ふるさと納税は下記で受け付け
ています。

　　▶さとふる
　　▶ふるさとぷらす
　　▶ふるさとチョイス
　　▶楽天ふるさと納税

「 ふるさとチョイス」は、クレ
ジットカード支払いのほかに、
Amazon Pay などでも支払いが
できます。

▶今年度推奨人権作品　『 カンパニュラの夢 』
▶作品内容

「 超高齢化社会とひきこもり（8050問題）」をテーマに、二つの家族の視点
で進行するストーリーです。急速に高齢化が進む今、8050問題は誰にでも
起こりうることと認識し、地域の人々が、悩みを共有し偏見をなくし、互い
に助け合いながら地域共生社会の実現をめざす人権啓発ドラマです。

人権啓発DVD・ビデオの貸し出し 教育推進課  教育係　☎ 52-2912

目的や対象にあわせて研修が行えるよう、様々な作品を取り揃えています。
利用するときは、電話で予約をしてください。町ホームページに作品一覧を
掲載しています。
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（１）人件費（令和元年度・普通会計決算）
住民基本台帳人口

（令和２年１月１日） 歳出額（ Ａ ） 実質収支 人件費（ Ｂ ） 人件費率
Ｂ／Ａ

（参考）平成30年度
人件費率

14,768 人 7,980,650千円 37,008千円 1,184,635千円 14.8％ 16.3％

総務課  総務係　☎ 52-1111上郡町職員の「給与」公表します
町職員給与などの主な内容を公表します。町職員の給与は条例や規則などに基づいて支給されています。
給与・定員管理など詳しくは、町ホームページで見ることができます。

 総括

（１）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額
上郡町 兵庫県 国

一
般
行
政
職

平均年齢 42.7 歳 43.9 歳 43.2 歳
平均給料月額 320,200 円 331,000 円 327,564 円
平均給与月額 358,848 円 423,459 円 ー

平均給与月額（国ベース） 343,487 円 384,358 円 408,868 円
技
能
労
務
職

　
　
（
公
務
員
）

平均年齢 ー 55.9 歳 50.9 歳
職員数 2 人 395 人 2,319 人

平均給料月額 ー 336,400 円 287,283 円
平均給与月額 ー 395,532 円 ー

平均給与月額（国ベース） ー 370,129 円 328,862 円
幼
稚
園

教
育
職

平均年齢 38.7 歳 41.3 歳
平均給料月額 289,714  円 355,200  円
平均給与月額 306,349  円 412,032  円

（２ ）職員給与費（令和元年度・普通会計決算）

職員数
（ Ａ ）

給与費 （参考）
一人あたり

 給与費Ｂ／Ａ給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（ Ｂ ）

137人 516,685千円 62,406千円 207,451千円 786,542千円 5,741千円
（注）１. 職員手当には退職手当を含みません　　2. 職員数は、平成31年4月１日時点の人数です

職員の平均給与月額・初任給

（２ ）部門別職員数と主な増減理由 （各年 4月1日時点）

部門 区分
職員数 対前年

増減数 主な増減理由
平成31年 令和 2年

普
通
会
計

一
般
行
政

議会 3 3 0
総務 32 34 2 育児休業者の補充、職場研修生派遣による増
税務 10 11 1 職員の配置見直し

農林水産 13 12 △ 1 派遣職員減
商工 4 4 0
土木 13 12 △ 1 職員の配置見直し
民生 22 22 0
衛生 11 12 1 専門職配置に伴う増
計 108 110 2 ＜参考＞人口 1 万人当たり職員数  74.49 人

教育 29 28 △ 1 退職者の不補充
小計 137 138 1 ＜参考＞人口 1 万人当たり職員数  93.45 人

公
営
企
業
等
会
計

水道 6 6 0
下水道 5 5 0
その他 10 10 0
小計 21 21 0

合計 158
[ 205 ]

159
[ 186 ]

1
[  0  ] ＜参考＞人口 1 万人当たり職員数 107.67 人

（注）１. 職員数は一般職に属する職員数です　　2. [ ] 内は、条例定数の合計

 職員数

（３）ラスパイレス指数
　　（各年4月1日時点）

平成29年 97.6
平成30年 97.1
平成31年 96.8
令和２年 96.2

ラスパイレス指数 ･･･ 全地
方公共団体の一般行政職の
給料月額を同じ基準で比較
する指数。国家公務員の給
与水準を 100 として、地方
公務員の給与水準を示す

（２ ）職員の初任給 
一般行政職 技能労務職

大学卒 高校卒 高校卒

上郡町 182,200 円 154,900 円 155,050 円

兵庫県 188,700 円 154,900 円 151,600 円

国 182,200 円 150,600 円 ー

（令和２年４月１日時点）

（１ ）各年齢の職員構成
（令和2年 4月1日時点）

区分 職員数
20 歳未満 0

20 ～ 23 歳 4
24 ～ 27 歳 4
28 ～ 31 歳 21
32 ～ 35 歳 22
36 ～ 39 歳 14
40 ～ 43 歳 18
44 ～ 47 歳 28
48 ～ 51 歳 18

52 ～ 55 歳 14

56 ～ 59 歳 15

60 歳以上 1
計 159
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※掲載の内容は、新型コロナウイルス感染症の影響で
　内容を変更・中止する場合があります

情報
Stat  onStat  on

募
集

相
談

人口・世帯のうごき
令和 3 年 4 月末 (4 月届出分 )

【世帯数】　　　　世帯 ( △　　)
【 人  口 】   　　　　人 ( △　　)

転入：
転出：

 30 人
 38 人

出生：
死亡：

2 人
17 人

女性：7,380 人男性：7,087 人

2314,467
76,468

●
航
空
学
生（
海
空
の
み
）

資
格
▼
18
歳
以
上
23
歳
未
満（
高
卒
者（
見

　

込
含
））ま
た
は
高
専
３
年
次
修
了
者（
見

　
込
含
）で
、２
年
以
上
の
実
務
経
験
が
あ
る
人　

申
込
期
間
▼
７
月
１
日（
木
）〜
９
月
９
日（
木
）

試
験
日
▼
１
次
：
９
月
20
日（
月
祝
）／
２
次
：

10
月
16
日（
土
）〜
21
日（
木
）で
指
定
す

　

る
日
／
３
次〔
海
〕11
月
19
日（
金
）〜
12

　

月
15
日（
水
）〔
空
〕11
月
13
日（
土
）〜
12

　
月
16
日（
木
）で
指
定
す
る
日

●
一
般
曹
候
補
生

資
格
▼
18
歳
以
上
33
歳
未
満

申
込
期
間
▼
７
月
１
日（
木
）〜
９
月
６
日（
月
）

試
験
日
▼
１
次
：
９
月
16
日（
木
）〜
19
日

　
（
日
）の
指
定
す
る
日
／
２
次
：
10
月
９
日

　
（
土
）〜
24
日（
日
）で
指
定
す
る
日

●
自
衛
官
候
補
生

資
格
▼
18
歳
以
上
33
歳
未
満

申
込
▼
年
間
を
通
し
て
受
け
付
け

試
験
日
▼
受
付
時
に
案
内

自
衛
隊
兵
庫
地
方
協
力
本
部

相
生
地
域
事
務
所

☎
２
３
・
２
７
５
０

自
衛
官
候
補
生
等
募
集

申
込
締
切
▼
７
月
９
日（
金
）

住
宅
見
学
日
▼
申
込
期
間
中
の
９
時
〜
16
時

　
（
事
前
予
約
制
）

抽
選
日
▼
７
月
14
日（
水
）

建
設
課  

ま
ち
づ
く
り
係

☎
５
２・１
１
１
７

普
通
町
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

　
専
門
の
相
談
員
を
招
い
て
実
施
し
ま
す
。

日
時
▼
７
月
20
日（
火
）13
時
30
分
〜

場
所
▼
役
場
第
２
庁
舎　
２
階
小
会
議
室

内
容
▼
就
職
の
情
報
提
供
、紹
介
な
ど

定
員
▼
５
人（
事
前
予
約
制
）

産
業
振
興
課  

商
工
観
光
係

☎
５
２
・
１
１
１
６

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
移
動
雇
用
相
談

若
者
サ
ポ
ス
テ
出
張
相
談

　
産
業
振
興
課  

商
工
観
光
係

☎
５
２
・
１
１
１
６

　
「
ひ
め
じ
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
」の
相
談
員
が
、
就
職
に
関
す
る
活
動
や

心
構
え
に
、
支
援
、
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
を
個

別
に
行
い
ま
す
。（
事
前
予
約
制
）

対
象
▼
15
〜
49
歳

日
時
▼
７
月
20
日（
火
）

　
　
　
①
10
時
〜
②
11
時
〜
③
12
時
〜

場
所
▼
役
場
第
２
庁
舎　
２
階
小
会
議
室

　

河
川
で
水
生
生
物
を
採
集
し
、
生
息
状
況

か
ら
河
川
の
水
質
を
判
定
す
る
調
査
で
す
。

採
集
し
た
水
生
生
物
を
顕
微
鏡
で
観
察
す
る

な
ど
、
子
ど
も
の
環
境
学
習
に
も
活
用
で
き

ま
す
。

日
時
▼
７
月
〜
９
月
の
１
日（
約
３
時
間
）

場
所
▼
西
播
磨
地
域
内
の
河
川

対
象
▼
西
播
磨
県
民
局
管
内
の
小
学
校
、
自

　
治
会
な
ど
の
団
体

西
播
磨
県
民
局  

県
民
交
流
室
環
境
課

☎
５
８
・
２
１
３
８

水
生
生
物
調
査
協
力
団
体
募
集

●
土
井
住
宅
４
号（
３
Ｄ
Ｋ
）

建
物
構
造
▼
簡
易
耐
火
造
２
階
建

所
在
地
▼
尾
長
谷
１
４
５
２
番
地
20

家
賃
月
額
▼
１
５
，８
０
０
〜
２
３
，６
０
０
円

入
居
可
能
人
数
▼
２
人
以
上

●
安
室
ヶ
丘
住
宅

40
号・43
号・47
号（
３
Ｄ
Ｋ
）

建
物
構
造
▼
木
造
２
階
建

所
在
地
▼
山
野
里
６
９
８
番
地
３

家
賃
月
額
▼
１
７
，０
０
０
〜
２
５
，３
０
０
円

入
居
可
能
人
数
▼
２
人
以
上

●
ハ
イ
ツ
カ
メ
リ
ア

３
０
６
号
室
・
５
０
６
号
室（
３
Ｄ
Ｋ
）

建
物
構
造
▼
Ｒ
Ｃ
造
８
階
建

所
在
地
▼
山
野
里
２
３
６
４
番
地
１

家
賃
月
額
▼
１
９
，９
０
０
〜
２
９
，６
０
０
円

入
居
可
能
人
数
▼
３
人
以
上　
　
　

●
ハ
イ
ツ
あ
ゆ
み
Ａ
棟

建
物
構
造
▼
Ｒ
Ｃ
造
４
階
建

所
在
地
▼
竹
万
２
３
３
０
番
地

①
２
０
４
号
室（
２
Ｄ
Ｋ
）

家
賃
月
額
▼
１
６
，８
０
０
〜
２
５
，０
０
０
円

入
居
可
能
人
数
▼
１
人
以
上

②
２
０
９
号
室（
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

家
賃
月
額
▼
１
９
，５
０
０
〜
２
９
，０
０
０
円

入
居
可
能
人
数
▼
２
人
以
上

③
２
０
１
号
室（
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

家
賃
月
額
▼
２
２
，４
０
０
〜
３
３
，４
０
０
円

入
居
可
能
人
数
▼
３
人
以
上　
　

●
ハ
イ
ツ
あ
ゆ
み
Ｂ
棟

４
０
３
号
室（
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

建
物
構
造
▼
Ｒ
Ｃ
４
階
建

所
在
地
▼
竹
万
２
３
３
０
番
地

家
賃
月
額
▼
１
９
，６
０
０
〜
２
９
，２
０
０
円

入
居
可
能
人
数
▼
２
人
以
上

※
記
載
の
家
賃
は
所
得
月
額
が
１
５
８
，０
０

　
０
円
以
下
の
場
合
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お
知
ら
せ

　
５
月
ま
で
児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
人
が

引
き
続
き
受
け
る
場
合
は
、
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。対
象
者
に
は
６
月
上
旬
に「
現

況
届
」を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

　

期
限
ま
で
に
現
況
届
を
提
出
し
な
い
場

合
、児
童
手
当
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

提
出
期
限
▼
６
月
30
日（
水
）

提
出
方
法
▼
健
康
福
祉
課
窓
口
ま
た
は
郵
送

※
必
要
書
類
は
、
郵
送
し
て
い
る
案
内
文
書

　
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

健
康
福
祉
課  

地
域
福
祉
係

☎
５
２
・
１
１
１
４

児
童
手
当「
現
況
届
」の
提
出
を

　

た
め
池
が
決
壊
す
る
と
、
下
流
域
に
大
き

な
被
害
を
及
ぼ
し
ま
す
。
次
の
こ
と
に
注
意

し
て
、管
理
・
確
認
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

産
業
振
興
課  

土
地
改
良
係

☎
５
２
・
１
１
１
６

た
め
池
の
決
壊
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

納
期
限
▼
６
月
30
日（
水
）

納
付
場
所
▼
役
場
会
計
課
、取
扱
金
融
機
関
、

　
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア（
30
万
円
以
下
）

※
納
付
書
の
ほ
か
、
口
座
振
替
や
ク
レ
ジ
ッ

　
ト
カ
ー
ド
で
も
納
付
で
き
ま
す

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

　

の
た
め
、
口
座
振
替
の
利
用
に
協
力
を
お

　
願
い
し
ま
す

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で

納
付
が
困
難
な
場
合
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い

税
務
課  

課
税
係

☎
５
２・１
１
１
３

【
納
期
限
】町
県
民
税（
１
期
）

　

次
の
２
つ
の
受
給
者
証
に
つ
い
て
、
更
新

を
希
望
す
る
人
は
忘
れ
ず
に
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
。

①
令
和
３
年
度
特
定
医
療
費

　
（
指
定
難
病
）受
給
者
証

対
象
▼
有
効
期
間
が
令
和
３
年
10
月
31
日
ま

　
で
の
特
定
医
療
費（
指
定
難
病
）受
給
者
証

　

を
持
っ
て
い
て
、
令
和
３
年
11
月
１
日
以

　
降
も
引
き
続
き
交
付
を
希
望
す
る
人

②
令
和
３
年
度
小
児
慢
性
特
定
疾
病

　
医
療
費
受
給
者
証

対
象
▼
有
効
期
間
が
令
和
３
年
10
月
31
日
ま

　
で
の
特
定
医
療
費（
指
定
難
病
）受
給
者
証

　

を
持
っ
て
い
て
、
令
和
３
年
11
月
１
日
以

　
降
も
引
き
続
き
交
付
を
希
望
す
る
20
歳
未

　
満（
令
和
４
年
２
月
１
日
時
点
）

●
手
続
き

受
付
期
間
▼
７
月
１
日（
木
）〜
10
月
29
日（
金
）

※
令
和
４
年
１
月
31
日（
月
）ま
で
は
受
け
付

　

け
可
能
で
す
が
、
新
し
い
受
給
者
証
の
発

　

送
は
、
令
和
４
年
２
月
１
日
以
降
に
な
り

　
ま
す

必
要
書
類
▼
案
内
を
各
受
給
者
宛
に
送
り
ま

　

す
。（
６
月
下
旬
ま
で
に
届
か
な
い
場
合

　
は
、必
ず
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。）

※
受
給
者
証
の
有
効
期
限
延
長

有
効
期
限
の
終
期
が
令
和
３
年
10
月
31
日

の
場
合
、
終
期
を
令
和
４
年
１
月
31
日
ま

で
延
長
し
ま
す
。

赤
穗
健
康
福
祉
事
務
所  

地
域
保
健
課

☎
４
３・２
３
２
１

受
給
者
証
の
更
新
手
続
き
を
忘
れ
ず
に

①
気
象
に
注
意
し
、
大
雨
が
予
想
さ
れ
る
と

　
き
は
、水
位
を
下
げ
て
お
く
。

②
た
め
池
の
管
理
組
織
を
作
り
、
パ
ト
ロ
ー

　

ル
の
ル
ー
ル
を
決
め
、
管
理
体
制
を
充
実

　
さ
せ
る
。

③
土
の
う
、
杭
、
縄
な
ど
非
常
時
の
応
急
資

　
材
を
準
備
し
て
お
く
。

④
定
期
的
に
草
刈
り
を
行
い
、
漏
水
な
ど
の

　
早
期
発
見
に
努
め
る
。

⑤
洪
水
吐ば
き

に
土
の
う
や
板
な
ど
を
置
い
て
無

　
理
な
貯
水
を
し
な
い
。

上
郡
駅
の
み
ど
り
の
窓
口
が
、
５
月
31
日

を
も
っ
て
営
業
を
終
了
し
ま
し
た
。

　

６
月
１
日
か
ら
は
、「
み
ど
り
の
券
売
機

プ
ラ
ス
」を
設
置
し
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
遠

隔
操
作
や
案
内
を
し
て
い
ま
す
。

　

各
種
割
引
証
の
利
用
や
定
期
券
の
購
入
、

払
い
戻
し
な
ど
も
引
き
続
き
利
用
で
き
ま

す
。
団
体
乗
車
券
な
ど
一
部
取
り
扱
い
で
き

な
い
切
符
も
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
▼
相
生
駅
窓
口

Ｊ
Ｒ
西
日
本  

相
生
駅

「
み
ど
り
の
窓
口
」の
終
了

　

ゴ
ル
フ
の
プ
レ
イ
時
に
か
か
る「
ゴ
ル
フ

場
利
用
税
」の
収
入
の
７
割
は
、
利
用
し
た

ゴ
ル
フ
場
の
あ
る
市
町
に
交
付
さ
れ
、
地
域

振
興
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

ゴ
ル
フ
場
は
、
町
内
を
積
極
的
に
利
用
し
ま

し
ょ
う
。

龍
野
県
税
事
務
所  

課
税
第
２
課

☎
０
７
９
１・６
３・５
６
７
２

ゴ
ル
フ
場
利
用
税

●
次
に
当
て
は
ま
る
人
は
、
ゴ
ル
フ
場
利
用

　
税
が
非
課
税
に
な
り
ま
す
。

①
18
歳
未
満
ま
た
は
70
歳
以
上

②
次
の
交
付
を
受
け
て
い
る･･･

療
育
手
帳

　
／
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
／
身
体
障

　
害
者
手
帳
／
戦
傷
病
者
手
帳
／
医
療
特
別

　
手
当
証
書
／
障
害
者
控
除
対
象
認
定
者

③
学
校
の
教
育
活
動
と
し
て
ゴ
ル
フ
を
行
う

　
学
生
、教
員
な
ど

　

６
月
１
日
か
ら
、
改
正
食
品
衛
生
法
が
施

行
さ
れ
、
営
業
許
可
の
種
類
の
枠
組
み
が
変

わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
許
可
対
象
外
で

あ
っ
た
食
品
の
製
造
、
加
工
、
販
売
な
ど
に
、

事
前
の
届
け
出
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

既
に
営
業
し
て
い
る
事
業
所
は
、
11
月
30
日

（
火
）ま
で
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
原
則
、
す
べ
て
の
食
品
事
業
者
に

Ｈハ

サ

ッ

プ

Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
た
衛
生

管
理
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

赤
穂
健
康
福
祉
事
務
所  

食
品
薬
務
衛
生
課

☎
４
３・２
９
３
７

食
品
衛
生
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

●
未
来
の
た
め
に
、い
ま
選
ぼ
う

　

私
た
ち
の
暮
ら
し
方
が
多
く
の
要
因
と

な
っ
て
、
地
球
温
暖
化
や
森
林
の
減
少
な

ど
、
様
々
な
環
境
問
題
が
起
き
て
い
ま
す
。

環
境
の
悪
化
は
、
生
活
や
健
康
、
地
球
上
の

生
命
に
悪
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
以
上
悪
化
さ
せ
な
い
た
め
に
、
私
た

ち
一
人
ひ
と
り
が
環
境
に
配
慮
し
て
暮
ら
す

住
民
課  

環
境
衛
生
係

☎
５
２・１
１
１
５

６
月
は
環
境
月
間
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イ
ベ
ン
ト

対
象
▼
17
〜
69
歳

日
時
▼
７
月
８
日（
木
）

　
　
　

①
10
時
〜
12
時
②
13
時
15
分
〜
16
時

場
所
▼
役
場
２
階　
玄
関
ホ
ー
ル

※
血
圧
や
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
薬
を
飲
ん
で

い
る
人
で
も
献
血
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
５
２・２
１
８
８

献
血
に
協
力
を

　

男
性
と
女
性
が
、
職
場
、
学
校
、
地
域
、

家
庭
で
、
個
性
と
能
力
を
発
揮
で
き
る
た
め

に
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
取
り
組
み
が
必

要
で
す
。

●
令
和
３
年
度
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

「
女
だ
か
ら
、
男
だ
か
ら
、
で
は
な
く
、
私
だ

か
ら
、の
時
代
へ
。」

期
間
▼
６
月
23
日（
水
）〜
29
日（
火
）

　

図
書
館
で
は
、
男
女
共
同
参
画
に
ま
つ
わ

る
お
す
す
め
図
書
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

場
所
▼
生
涯
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー
１
階
図
書

　
館
入
口
付
近

期
間
▼
６
月
15
日（
火
）〜
30
日（
水
）

教
育
総
務
課  

総
務
・
文
化
財
係

☎
５
２・２
９
１
１

男
女
共
同
参
画
週
間

介
護
者
の
つ
ど
い地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
５
２
・
１
１
５
２

日
頃
介
護
を
し
て
い
る
皆
さ
ん
が
集
ま

り
、
ほ
っ
と
一
息
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
が
で
き
る

よ
う
な
集
い
の
場
で
す
。

　

今
回
は
、
福
祉
用
具
の
使
い
方
や
最
新
の

製
品
に
つ
い
て
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
か
ら

指
導
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。

対
象
▼
介
護
を
し
て
い
る
人（
介
護
認
定
の

　
有
無
は
不
問
）

日
時
▼
７
月
26
日（
月
）10
時
〜
12
時

場
所
▼
保
健
セ
ン
タ
ー

会
費
▼
２
０
０
円（
お
茶
代
実
費
）

申
込
締
切
▼
７
月
16
日（
金
）

●
令
和
３
年
度
ス
ロ
ー
ガ
ン

「
持
続
可
能
な
安
全
管
理　

未
来
へ
つ
な
ぐ

安
全
職
場
」

　

子
ど
も
が
働
い
て
い
な
く
て
、
将
来
が
不

安･･･

一
度
お
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
里
山
Ｉ
Ｃ
Ｔ
能
開
学
校（
旧
鞍
居
小
学
校
）

　
毎
月
第
４
土
曜  

16
時
〜

●
佐
用
校
も
あ
り
ま
す（
佐
用
町
平
福
）

　
毎
月
第
４
金
曜  

14
時
〜

※
希
望
の
場
所
を
選
ん
で
、
事
前
に
予
約
を

　
し
て
く
だ
さ
い

里
山
Ｉ
Ｃ
Ｔ
能
開
学
校　
尾
鼻（
お
ば
な
）

☎
０
９
０・１
１
４
７・０
６
０
２　

引
き
こ
も
り
家
族
会

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

５
月
23
日
付  

任
期
３
年（
敬
称
略
）

村
山　

実
(
新
任
)

　

か
か
り
つ
け
医
や
持
病
な
ど
、
救
急
時
に

必
要
な
情
報
を
保
管
す
る「
救
急
医
療
情
報

キ
ッ
ト
」を
配
布
し
て
い
ま
す
。
本
人
が
救

急
隊
へ
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

効
果
的
で
す
。

　

す
で
に
持
っ
て
い
る
人
は
、
シ
ー
ト
の
内

容
が
最
新
の
情
報
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

配
布
対
象
▼
６
月
１
日
に
町
内
に
住
民
票
が

あ
り
、
居
住
し
て
い
る
人
で
次
の
い
ず
れ

か
に
当
て
は
ま
る
人

①
65
歳
以
上
の
人
だ
け
の
世
帯

②
障
が
い
者
だ
け
の
世
帯

③
障
が
い
者
と
65
歳
以
上
の
人
だ
け
の
世
帯

④
そ
の
他
町
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
人

申
込
方
法
▼
各
地
区
の
民
生
委
員
ま
た
は
地

　
域
福
祉
係
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

健
康
福
祉
課  

地
域
福
祉
係

☎
５
２・１
１
１
４

救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
の
活
用
を

公
平
委
員
会
委
員

５
月
23
日
付  

任
期
４
年（
敬
称
略
）

松
本　

優
(
新
任
)

こ
と
が
大
切
で
す
。

●
エ
コ
ラ
イ
フ
を
始
め
ま
し
ょ
う

　
車
や
家
電
を
買
い
替
え
る
と
き
に
省
エ
ネ

性
能
の
高
い
も
の
を
選
ん
だ
り
、
移
動
に
自

転
車
を
利
用
し
た
り
す
る
な
ど
、
普
段
の
暮

ら
し
の
中
で
、
自
分
に
で
き
る
こ
と
か
ら
環

境
に
配
慮
し
ま
し
ょ
う
。

※「
環
境
月
間
」･･･
環
境
基
本
法
で
毎
年

　
６
月
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

兵
庫
労
働
局  

労
働
基
準
部  

安
全
課

☎
０
７
８・３
６
７・９
１
５
２

全
国
安
全
週
間（
７
月
１
日
〜
７
日
）

　
「
人
命
尊
重
」を
基
本
理
念
に
、「
産
業
界

で
の
自
主
的
な
労
働
災
害
防
止
活
動
を
推
進

し
、
広
く
一
般
の
安
全
意
識
の
高
揚
と
安
全

活
動
の
定
着
を
図
る
こ
と
」を
目
的
に
、
昭

和
３
年
か
ら
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

各
行
政
委
員
に
感
謝
状
を
贈
呈

長
年
各
行
政
委
員
会
の
委
員
を
務
め

ら
れ
、
こ
の
た
び
退
任
さ
れ
た
皆
さ
ん

に
、５
月
24
日（
月
）、
町
長
か
ら
感
謝

状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

（
以
下
、敬
称
略
）

●
公
平
委
員
会
委
員
長

　
本
田
吉
住（
宿
）

●
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
長

　
金
地　
均（
高
田
台
）

●
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

　
山
本
忠
孝（
大
枝
新
）
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問佐用町 商工観光課　☎ 0790-82-2521

▶期間　7 月 17 日（土）～ 8 月 1 日（日）
　　　　（ひまわり畑は 7 月中旬から 8 月上旬）
※各地区の開園状況は、佐用町ホームページでお
　知らせします
▶時間　8 時 30 分～ 17 時
▶場所　南光スポーツ公園周辺
　　　  （佐用町林崎 839）
▶入園料　200 円（小学生以下無料）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、内
　容を変更・中止する場合があります

今年も約 16 万㎡の畑で、合計 82 万本のひまわりが開花予定です。
7 月中旬から 8 月上旬にかけて、佐用町内 4ヵ所の畑で楽しめます。

佐用町南光ひまわり祭り

前回は大枝新浄水場について説明したね。
今回は与井水源地について紹介するよ。

与井水源地は、比較的キレイで安全な水に恵まれているから、今まで塩素消
毒だけしてきたんだ。でも、将来にわたって、安全な水を届けていくために、
紫
し が い せ ん

外線処理をするための設備を整備するんだ。

みんな「 紫外線」って聞くとどんなイメージかな？日焼けやシミの原因になる
から、あまり良くないイメージかな ･･･ でも、天気の良い日に外で布団を干す
と、太陽の光でダニや雑菌を取り除いてくれそうな気がするよね！

実は紫外線には殺菌効果があって、水にも同じことが言えるんだ。太陽の光と
はちょっと違うけど、紫外線を人工的に作って水に照らすと、塩素で消毒しき
れない微生物たちを不

ふ か つ か
活化（活動しなくすること）できるんだ。

こんな風に、水源の水質に合わせた方法でキレイな水道水を作っているんだ。
わかったかな？

ぐっさんの水道日記 ー キレイな水道水になるまで⑤ ー

ひまわり情報▶
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やく　のやく　の
こ
ば
な
し

こ
ば
な
し

建設課では、道路や橋などの維持・管理をしています。

写真は、工事が終わった橋に問題がないか、検査をしている様子で
すが、皆さんから不具合の連絡を受けて、現場を見に行くこともあ
ります。
軽微な不具合なら職員が補修します！

ほかにも、道路の草刈り、植栽の剪
せんてい
定、凍結防止

剤の設置 ･･･ 皆さんの生活に支障が出ないよう見
守っています。

道路などの不具合を見つけたら、建設課へ！

安全のために ― 建設課 ―

※番組終了後、文字放送などを放送します　　※放送時間・番組内容を変更する場合があります

５～８日 議会定例会（一般質問再放送） 19 ～ 22 日 イベント特集

９～ 11日 週刊 GoGo かみごおり 23 ～ 25 日 週刊 GoGo かみごおり

12 ～ 15 日 番組リクエストコーナー 26 ～ 29 日 上郡アーカイブ

16 ～ 18 日 週刊 GoGo かみごおり 30 ～８月１日 月刊 GoGo かみごおり

放送時間▼
12 時、17 時、20 時、23 時、翌日 7 時えんしんネット番組表えんしんネット番組表    111ch7 月

新刊のおしらせ新刊のおしらせ
なぜか惹かれる言葉のつくりかた　　　　能勢邦子
こんなものまで運んだ！日本の鉄道　　　和田　洋
ダチョウはアホだが役に立つ　　　　　　塚本康浩
３分クッキング　　　　　　　　　　　　田口成子
誤嚥性肺炎を防ぐ安心ごはん　　　　　　菊谷　武
一生歩ける体になる！これだけ筋トレ　世界文化社
「ウチの子、発達障害かも？」
　　　　と思ったら最初に読む本　　　　広瀬宏之
カカ・ムラド － ナカムラのおじさん　  ガフワラ
不思議な島旅　　　　　　　　　　　　　清水浩史
数えないで生きる　　　　　　　　　　　岸見一郎

クララとお日さま　　　　　　　　カズオ・イシグロ
何がおかしい　  　　　　　　　　　　　　佐藤愛子
嘘かまことか　　  　　　　　　　　　　　平岩弓枝
ひとりなら、それでいいじゃない。  　　　曽野綾子
こころの散歩　　　　　　　　　　  　　　五木寛之
ムーンライト・イン　　　　　　　   　　中島京子
小さな神たちの祭り　　　　　　　　 　　内館牧子
ラスプーチンの庭　　　　　　　　　 　　中山七里
ドキュメント　　　　　　　　　　　 　　湊かなえ
沙林　偽りの王国　　　　　　　　　 　　帚木蓬生

図書館　☎ 52-4611

【 お知らせ 】新型コロナウイルス感染症予防およびワクチン接種会場のため、開館日時
　　　　　   が不定期です。詳しくは、図書館ホームページ・電話で確認してください。



19 広報かみごおり  6 月号

おくやみおくやみ
4月22日
〜

5月25日
届出分

氏名 （年齢） 自治会 氏名 （年齢） 自治会

岡本昭太郎 （78） 東町 光澤智子 （64） 広根

髙橋經子 （99） 河野原 橿本とし子 （91） 中野

中山政子 （96） 岩木
※同意を得ている人のみ掲載しています（敬称略）

くらしの相談窓口くらしの相談窓口
内　容 月　日 時　間 問い合わせ（場所）

エイズ・肝炎相談
7 月 6 日（火）

13 時 20 分  ～ 15 時
赤穂健康福祉事務所

☎ 43-2321
（予約制・前日締切）

7 月 20 日（火）

こころのケア相談 7 月 5 日（ 月 ） 14 時 30 分  ～ 15 時 30 分

栄養相談 7 月 9 日（ 金 ） 9 時 30 分  ～ 11 時 30 分

心配ごと（なんでも）相談 7 月 8 日（ 木 ） 13 時 30 分  ～ 15 時 社会福祉協議会　☎ 52-2910
（当日は☎ 080-1936-1067）

法律相談 7 月 20 日（火） 13 時 20 分  ～ 16 時 社会福祉協議会　☎ 52-2910
（予約制・前日締切）

教育相談（カウンセリング） 毎週月曜 ９時  ～ 16 時 青少年育成センター　☎ 52-5500
（相談日が祝日の場合は休み）

休日当番医休日当番医
月　日 医療機関 電話番号

6 月
20 日（ 日 ） 河原クリニック ☎ 57-2167

27 日（ 日 ） 三浦医院 ☎ 52-0045

7 月

4 日（ 日 ） 岡田整形外科 ☎ 52-5600

11 日（ 日 ） 高嶺診療所 ☎ 52-6369

18 日（ 日 ） 苔縄医院 ☎ 52-5611

保健カレンダー保健カレンダー
月　日 内　容 時　間 場　所

６月 30 日（ 水 ） 1 歳 6ヵ月児・2 歳児歯科・3 歳児健診 13 時 ～ 保健センター　☎ 52-2188

※新型コロナウイルス感染症の流行状態によって、延期・中止・受付時間変更の場合があります

町内交通事故発生状況
( 令和 3 年４月末 )

交番 ･ 駐在 人身事故 死者 傷者
上郡橋 3 0 3

上郡駅前 3 0 6
中　野 1 0 1
梨ヶ原 3 0 5
八　保 0 0 0
赤　松 0 0 0
野　桑 0 0 0

播磨科学公園都市 0 0 0
合　計 10 0 15

相生警察署　☎ 22-0110
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今月号は、制度の変更に関するお知らせや、内容に変
更がある記事を多数掲載しています。
毎号わかりやすい広報を求めて、記事の内容をくり
返し検証していますが、ご不明な点があれば、遠慮な
く役場に問い合わせてくださいね。F

編 集 後 記

かみごおりのかみごおりのわわ地域であったできごとをお届けします

種から花を育て、農園や農業に興味を持ってもらおう
と、ひがし蔵で開催されました。兵庫県女性農業士の
光岡秀美さんを招き、３月18日に種まき、4月15日に
苗の定植をし、最終回のこの日は寄せ植えが行われま
した。参加者は、自宅で育てた苗を持ち寄り、アドバイ
スを受けながら寄せ植えを楽しみました。

5/13（木）花✿花プロジェクト -寄せ植え -

上郡町・相生市・赤穂市で、徴税職員の身分を併任す
るための協定を結び、職員の辞令交付が併せて行われ
ました。財産差し押さえや捜索時の人員確保、困難な
事案への対処などで県の重点的な支援を受け、市町の
連携により新たな滞納の抑制が期待されます。

5/21（金）徴税職員の併任派遣の協定を締結

大鳥幸二さん（ 船坂）が、瑞宝小綬章（ 高齢者叙勲）を受
章しました。大鳥さんは、昭和 31 年から 38 年間教職
員として勤めました。県立太子高校教頭、上郡高等学
校校長を歴任し、学校教育の振興・充実と地域教育の向
上に尽力されました。退職後は、保護司として17年間、
犯罪や非行の予防などにも貢献されました。

5/20（木）大鳥幸二さん 瑞宝小綬章受章

令和２年度に締結したモロヘイヤ協定に基づき、（株）
青粒がモロヘイヤの専用農園「モロ平野」を開園しまし
た。看板の除幕と記念定植が行われ、その後に、地域
住民とともに約1,600本の苗が植えられました。今回
栽培されるモロヘイヤは、栄養価の評価や上郡町産を
100％使った商品化の検証などに生かされる予定です。

5/18（火）モロヘイヤ農園開園・除幕式

萬勝院　ボタン園

４月下旬から５月初旬にかけて園内を彩りまし
た。ほんの数週間の開花ですが、手入れは年中
しているとのこと。
まっすぐに伸びた茎に付いた大輪は、今にも落
ちてしまいそうな儚さを感じさせます。
丹誠込めて育てられたボタンを、来年は皆さん
も一緒にいかがでしょうか。

表 紙 説 明
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